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（1）助成対象者 
まちづくり活動を行う町民
を主たる構成員とする安平
町内の各種団体。  
※具体的には、コミュニティ
団体、ボランティア団体、
NPO 等が対象。 

 
（2）助成対象事業 
公益性、持続性、発展性、妥当
性、実現性等の観点から地域
の魅力づくりや活性化等に寄
与することが期待できるソフ
ト事業及びハード事業（要件
があります） 

福祉目的 

教育目的 

施設目的 

環境目的 

（例）目的基金等 
 
※ご寄附の目的が指定されてい
る場合は、町が直接実施する
施策・事業に活用されます。 

 
 例）施設建設事業、環境保全事業 

   図書購入事業、道路維持管理 

   など。 

ファンへの特典 

 

 

 

 

特別住民 

特産品返礼 ふるさと納税 

（町外者寄附） 

事業者寄附 

町民寄附 

安平町拠出 

法人拠出 

～全体イメージ図～ 

安平町では町民が自主的に取り組むまちづくり活動を応援する資金として、「あびら まちづくりファンド」を創設しました。 

このファンドは、町や民間法人からの拠出金を原資として、町民が主体となって行う様々なまちづくり活動に対する助成事業の財源となります。 

また、町民・町外在住者・企業などからいただく町へのご寄附も合わせてこのファンドに積み立て、助成事業の運用資金として活用します。 

町の他の基金(貯金)とは違い、町民の自主

的活動に対する助成事業以外で、町が他の

用途で取り崩すことができないルールとし

たため、まさに「町民の 町民による 町民

のための資金」と言えます。 

 

安平町 

 


